
 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第１２３号）第50条第１項

の規定により、指定障害福祉サービス事業者に係る同法第29条第１項の指定を次のとおり取り消した。 

 令和８年５月26日 

香川県知事  池 田  豊 人   

 

指定事業所

番号 
事業所の名称及び所在地 

申請者の名称及び代表者

の氏名並びに主たる事務

所の所在地 

取消年月日 サービスの種類 

3712002280 

ゆうちゃん弁当 ゆうち

ゃん亭      

  

丸亀市金倉町939番地 

丸亀市城東町三丁目11-27 

一般社団法人スワン 

代表理事 中村 優太 

 

高松市屋島西町1932-７ 

令和８年５月26日 
就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ｂ型 

 


